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今後の資源回収について 

東月寒中学校保護者と先生の会  会長 水口勝博 

 

日頃より本会の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。本会では生

徒活動支援を第一に据え活動しており、その一環として学校環境の整備に貢献できればと

の観点で、資源回収を手さぐりながら実施してまいりました。会員の皆様には自宅前の回

収ができないなど月ごとの運用ルールの変更があり、ご迷惑とご心配をおかけいたしまし

て申し訳ございません。この一年、既存回収事業者との間で協議を続けてきた中で、変化

がございました。今後の資源回収につきまして下記の通り変更いたしますので、お伝えい

たします。今後は皆様に今年度おかけしてきた不便が解消されるものと捉えております。

とはいえ、何分経験がない中で続けてまいりましたので、不便等が残るようでしたらご理

解ご容赦いただければ幸いです。 

 

① 回収事業者の変更について 

来る 3月より回収事業者を変更いたします。新たな事業者は「株式会社三洋産業」と

なります。この変更により下記のような回収となります。 

② 回収の日付について 

奇数月第一火曜日となります。1月のみ学校閉庁日と重なることから実施いたしませ

ん。 

年 2回小型家電や自転車等大型金属の回収を 4月および 10 月に実施します。この日付

については調整中であり、別途お伝えいたします。 

③ 回収品目について 

従来の品目と大きく変更はございません。詳細は別紙をご確認ください。 

上記小型家電回収の対象については、リサイクル法対象家電（エアコン・テレビ・洗

濯機・冷蔵庫）は含みません。 

④ 回収の手法について 

毎月、各登録済家庭および回収拠点となる東月寒中学校西玄関前で実施します。 

これに伴い現 1年生や 2年生の家庭を新たに登録することが可能となりますので、新

規登録の案内を別途今月中に実施いたします。また、登録済み家庭への回収有無の確

認は今後実施いたしません。 

 



本会では、現在の事業者と協議を継続してまいりましたが、燃料費の高騰や回収量の関

係で漸次規模を縮小せざるを得ない状況となっておりました。このため当初規模や密度で

回収をしていただける事業者と協議を行い、その結果新しい事業者を選定することとなり

ました。選定の事由は下記の通りとなります。 

１． 回収事業者が年度途中で変更となることで、市からの奨励金に影響はないかの確認

を市に対し行った結果、影響がない旨を確認したこと。 

２． 現在の回収においては各家庭の戸別回収の月と、学校のみの回収の月とでは回収量

の差が大きく、戸別回収家庭を増やせるほうが収益面への影響が大きいと判断した

こと。 

３． これまで登録を断念していただいていた家庭の登録が可能になり、不便や不公平感

の解消が期待できること。 

 

 今後も毎月回収や新規登録の案内を都度出す予定ではおりますが、まずは今回添付した

回収品目や手法についての別紙をご確認いただき、資源回収に出していただけますと幸い

です。本会は、今年度の熱中症対策としての冷却タオルの配布・寄贈、陸上競技大会での

飲料の提供同様に、次年度も本資源回収の収益を充てて生徒への還元を図っていく所存で

す。皆様の御協力に感謝し、今後のさらなるご協力を期待しております。 

 


